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 平成２６年７月９日 

宗像市議会 

議 長 吉 田 益 美 様 

予算第１特別委員会 

委員長 神谷 建一 

 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 

本委員会に付託された事件の審査結果を宗像市議会委員会条例第３７

条の規定により報告します。 

 

記 

 

第４７号議案 平成２６年度宗像市一般会計予算について 

 

歳入歳出予算の総額をそれぞれ３４８億８，２８９万円５千円とする

ものである。 

 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 予算の概要 

 予算規模は、前年度より９億２，４１４万円増で、過去最大の規模で

ある。合併特例債を活用した投資的事業が減少したが、増加の主なもの

として、消費税増税に伴う臨時給付金関連費用、市営住宅の建替え事業

費及び障害者福祉などの扶助費が挙げられる。 

 

２ 歳入 

 歳入は、市税や繰入金などの自主財源と、地方交付税や国県支出金、

市債などの依存財源から成っている。平成２６年度の自主財源の割合は

４４％で前年度より１ポイント増加している。 

（１）自主財源（１５３億３，２６６万円） 

市税は、前年度より１，９８０万円減少の９７億７，２３７万円を

計上している。個人市民税は、一人あたりの所得が下がっていること

から減額を、法人市民税は、業績の回復傾向から増額を見込んでいる。

固定資産税・都市計画税は、新築家屋の評価分増加による増額を見込

んでいる。市たばこ税は、販売本数の減少から減額を見込んでいる。 

繰入金は、前年度より１０億５６４万円増の３８億６，８０３万円

を計上している。街路灯・防犯灯のＬＥＤ化を推進していくための公

共施設等修繕基金の繰入れ、繰上償還を行うための減債基金の繰入れ、

そして、財源不足に対して財政調整基金の繰入れを予定している。 

（２）依存財源（１９５億５，０２３万円） 

地方交付税は、国の地方財政計画などを勘案して、前年度より４，

１００万円減の７０億５，７００万円を計上している。 

国県支出金は、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金、市

営住宅の建替え事業及び障害者訓練等の給付費に係る補助金などが

増加しているため、前年度より１０億４万円増の７５億６，７８１万

円を計上している。 

市債は、前年度より９億１，０４０万円減の３５億２，８５０万円

を計上している。コミュニティ・センター、観光物産館及び火葬場

の整備事業など、合併特例事業債を活用した事業が減少している。 

 

３ 歳出 

歳出予算の性質別構成割合は、人件費、扶助費、公債費を合わせた義務

的経費が４５％、投資的経費が１３％、一般行政経費等が４２％となって

いる。 

義務的経費の内訳として人件費は、３，７５８万円減の３９億３１１万

円。扶助費は、障害者訓練等給付費や障害者介護給付費などの増加に伴い、

前年度より２億２，５８６万円増の７２億８，５９２万円。公債費は、繰

上償還の減少、定時償還の増加及び償還利子の減少により１億３，４６０

万円減の４４億４，９８０万円を計上している。 

投資的経費は、前年度より２億２，３３８万円減の４４億８，２７０万
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円を計上している。 

一般行政経費等は、国民健康保険特別会計への繰出金の増加などに伴

い、前年度より１０億９，３８４万円増の１４７億６，１３７万円を計

上している。 

社会保障関係経費は、障害者福祉関係経費が増加しており、前年度よ

り４億５，４３１万円増の１０５億８，２４７万円を計上している。 

所管部別での主な内容は次のとおりである。 

（１）都市戦略室（３億６，９９２万円） 

   市民参加型のイベントの実施や、メディア・企業連携によるネッ

トワークを通じて、市内外に市の魅力を発信し、都市ブランドを構

築する。団地再生の基本方針やグローバル人材育成のための推進計

画を策定する。市ホームページの全面的な改訂に取り組む。中古

住宅購入補助等の制度の実施に加え、本制度の検証・見直しを行う。 

（２）総務部（２１億１，５６１万円） 

   平成２８年開始のマイナンバー制度に対応する住民情報システム

を再構築する。平成２７年４月の見直しに向け、ふれあいバス・コ

ミュニティバスの利用状況の把握やアンケート調査を行う。緊急情

報伝達システムの機能拡充や防災訓練の強化、自主防災組織の充実

強化を図る。防犯カメラの増設や集落間の防犯灯の設置を行う。 

（３）経営企画部（９３億３，６３２万円） 

   議会の所管事務調査やパブリックコメントの結果を受けて、第

２次総合計画の策定を完了する。世界遺産登録活動では、ＰＲの充

実強化に加え、新たに景観グランドデザインの策定や屋外広告物

条例の制定に向けた作業も行う。平成２７年度からのアセットマネ

ジメント実施に向けて、適正化方針決定後に、施設別の公共施設の

維持更新計画を策定する。第３次行財政改革大綱とそのアクション

プランを作成する。 

（４）市民協働・環境部（５１億３８７万円） 

自治会内に設置している防犯灯のＬＥＤ化に向けた調査、および

一部の工事を行う。総合スポーツセンター設置に向けた基本構想・

基本計画を策定する。平成２７年度からの市史編さん作業のための

準備を行う。平成２７年度の田熊石畑遺跡歴史公園オープンに向け

たシンポジウムを開催する。 

（５）子ども部（４８億８１１万円） 

認定こども園の整備事業や、障害児保育事業の補助の拡充を行う。

子ども相談センターの相談時間を延長する。プレーパーク事業の地域

展開を拡大していく。子ども・子育て支援事業計画を策定する。 

（６）健康福祉部（６０億２，１０５万円） 

スペシャルオリンピックス全国大会の開催を補助する。緊急通報装

置に人感センサーを導入する。乳幼児医療において、入院医療費の

一部負担に係る助成対象を、小学６年生から中学３年生に拡大する。

前立腺がん検査や腹部エコー検査等、市独自の検査を引き続き行う。 

（７）都市建設部（２９億２４５万円） 

国土利用計画・都市計画マスタープランを見直す。東郷駅駅前広

場整備事業では、東郷駅前線道路整備の工事を実施する。街路灯のＬ

ＥＤ化工事、市営荒開団地の造成および建築工事を行う。 

（８）産業振興部（１９億８，３５０万円） 

大島のプロモーション及び観光案内を強化する。地島の離島体験交

流施設を整備する。大井ダム再整備事業を平成２９年度までの４年間

で行う。新漁協の合併支援策として、漁協経営改善のための貸付や、

燃油高騰に対応できるよう支援を行う。さつき松原の整備を昨年度に

引き続き行い、今年度末の完成を目指す。東部観光拠点の運営におい

て、東部４地区の連携や市内回遊性の向上を図る。 

（９）教育部（１８億４，１７６万円） 

電子黒板２４台を６校に導入し、市内のすべての小中学校の配置が

完了するとともに、小学校１校・中学校１校に各５０台ずつ試験的に

タブレット端末を導入し、新たな学習形態のあり方の検証をすすめる。

ＡＬＴを２人増員し、一人は小学校に専属配置、もう一人は小学校と

地域での学習の場への配置を行い、外国語教育の強化に取り組む。 

 

４ 市債の状況（普通会計） 

 市債の借入れは、前年度より２７億３，０８０万円減の３５億２，８５

０万円、償還は、前年度より８，６５９万円減の４１億３，５５４万円を

予定しており、市債残高は２８１億５，７９４万円を見込んでいる。 
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５ 財政指標の推移と基金残高（普通会計） 

 財政指標の見通しは、経常収支比率９６．５％で、前年度より６ポイ

ント程度高くなっているが、決算では５ポイント程度下がると想定して

いる。実質公債費比率は１．０％と、前年度と同程度で推移すると見込

んでいる。 

基金については、全体で３６億９，８５２万円の減で、残高は１５９

億５，４０５万円と見込んでいる。 

 

【修正案の提案】 

平成２６年度宗像市一般会計予算に対して、委員から修正案が提案さ

れた。 

〔修正の内容〕 

 歳出について、総合スポーツセンター整備事業費１，２００万円を

全額減額し、保健体育費の総額を１億８，３１７万３千円とし、教育

費の総額を３２億２，７８６万２千円とするとともに、予備費を１，

２００万円増額し、予備費の総額を１億１，２００万円とする。 

〔修正の理由〕 

１０款６項２目総合スポーツセンター整備事業費については、総合

スポーツセンター整備審議会を設置し、基本構想及び基本計画策定の

ための予算を計上しているものである。 

総合スポーツセンター整備にあたっては、既存の市内３体育館（市

民体育館、勤労者体育センター、玄海Ｂ＆Ｇ海洋センター）の廃止が

前提となっているが、このことは、現在本市が策定を進めている公共

施設アセットマネジメント推進計画が謳う公共施設の長寿命化、同じ

く策定を進めている宗像市スポーツ推進計画が課題としているスポー

ツ・運動をする機会の充実に相反する取り組みであるといわざるを得

ない。 

よって、平成２６年度宗像市一般会計予算の総合スポーツセンタ

ー整備事業費１，２００万円については、全額減額修正するものと

する。 

 

【意  見】 

（修正案に賛成、原案に反対の意見） 

・ アセットマネジメントの審議会を立ち上げて検討する時期に、既に

建てることが前提の総合スポーツセンターの審議会を立ち上げるこ

とは、整合性がとれない。体育館を１カ所で整備した方がいいのか、

各地域の主だったところに整備した方がいいのか、それとも、現存

の体育館を補修した方がいいのか、十分検討する余地がある。合併

特例債が有利とはいえ、借金であり、国の財政が厳しい中で、地方

交付税で返ってくるのが１００％確実ではない中で、これほど大き

な事業に踏み出すのはいかがなものか。学童保育事業の指定管理の問

題については、今年度４月当初に、指導員配置の問題で改善命令が出さ

れている。また、今年度も仕様書を下回るような覚書を指定管理者と交

わしている。東部観光拠点事業については、赤間地区の住民の合意は得

られたとしているが、各自治会の総会では議題に上がっておらず、きち

んと住民に伝わっていない。事業の見通しの甘さも指摘せざるを得ない。 

・ 総合スポーツセンターの審議会に諮られる前提として示されている情

報に異議がある。施設の規模や利用者の見込み、将来の維持管理にかか

るコストの根拠が甘い。こういう状況で審議会に諮られると、予想以上

に大きなものを造り将来に大きな借金を残すことになるのではと心配

する。東部観光拠点施設については、コミュニティ運営協議会が指定管

理者になるが、事業の主体として市が責任を持って進めてもらいたい。

漁業者への支援については、生活が成り立つように、ファイナンシャル

プランニングも含め伴走型でしてもらいたい。定住化の家賃補助につい

ては、補助期限が過ぎたら市外に引っ越したいという声も聞く。事業の

検証をお願いする。大規模太陽光発電設備設置促進条例は、環境負荷

軽減の点で疑問があり経済効果も期待できないという意見もあり、

即刻廃止に向けて手だてをしてもらいたい。 

・ 全体的には緊縮というスタンスでありながら、総合スポーツセンターと

東部観光拠点については、庁内の精査や論議が十分されたのかという疑

問を持たざるを得ない。総合スポーツセンターについては、複数のケー

スをもとに十分吟味した痕跡さえもない。東部観光拠点については、土

地利用の問題や都市計画の分野からの政策が示されないまま事業が推
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し進められていることに疑問を感じる。今後財政的に厳しいのであれ

ば、今アメリカで始まっているスモールマート（域内循環経済）を実

現する施策が提案されてしかるべきではないか。このような状況で、

この先、新たな行革で市民に負担を強いるならば、行政は市民からの

信頼を失う。 

（修正案に反対、原案に賛成の意見） 

・ 体育館建設については、有利な条件である合併特例債を利用して建設

したほうがいいと考える。財政状況が厳しい中、今後、体育館以外で

も、公共施設の更新時期を迎えてきている。これらの予定されている

事業を推進するためには、より一層の行財政改革の推進は必須と考え

る。 

・ 団地再生の調査については、高齢者の住み替え支援制度の創設や、多

世代多機能の集合住宅の誘致なども視野に入れた方向性を打ち出し

てもらいたい。税収外の収入については、職員からアイデア・政策を

どんどん出してもらいたい。事業成果について、今後市民からの要求

もあるので、成果の数値化・指標化を進めてほしい。赤間地区の通学

路の危険性については、万全の対策を望む。空き家条例については、

所有者不明の場合でも危険家屋を撤去できるような工夫を求める。漁

協の支援については、安全な操業・航行についての対策を講じてもら

いたい。企業誘致については、予算がほとんどないことについて指摘

をしたい。 

・ 健康とスポーツの推進は、豊かな暮らしの大きな柱になる。そのため

には、拠点施設の整備は必要であり、財源についても今後次世代に引

き継ぐものであるから、しっかりしたものを作ったほうが良い。予算

が少ない中、次世代の子どもたちが夢を持てるような明るい成長戦略

を引き続きしてもらいたい。 

・ 総合スポーツセンターの審議会においては、身の丈に応じた体育館の

規模や目的について、十分時間をかけ審議して、決定することをお願

いする。教育のＩＴ活用については、人格形成への影響という点にお

いて、使い方を工夫してもらいたい。財政の見える化を図るため、新

地方公会計の活用などを進めてもらいたい。世界遺産・シティプロモ

ーション・東部観光拠点については、やる以上は成功させるという意

気込みと自信の根拠になるものをもっと市民に示すことが必要である。

地域包括ケアシステムについて、医療介護の連携ができる内容の調査を

十分に行えるよう予算と時間を使ってもらいたい。全体的に市外からの

交流人口に重きを置き、市民が置き去りにされている感がある。市民の

満足度を十分加味した政策が何なのかを再度考えてもらいたい。 

 

【審査結果】 

委員会は、賛成少数で修正案を否決し、賛成多数で原案のとおり可決し

た。 

 

 


